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（１）家族介護用品支給事業               [ 身・知・精 ] 

在宅で常時紙おむつ等の介護用品を必要とする高齢者等または心身に障がいのある方

の家族は介護用品の支給が受けられます。 

１ 対象者  ＊心身に障がいがあって紙おむつを常時必要とする方の家族介護者 

＊65 歳以上の寝たきりの方及び介護保険法に規定する第 2号被保

険者であって紙おむつを常時必要とする方の家族介護者 

      ２ 申請に必要なもの  

         ①申請書 ②印鑑 

３ 支給対象用品種目   

   紙おむつ、清拭剤、ガーゼ、オムツカバー、尿とりパット、使い捨て手袋、 

防水シーツ、ドライシャンプー、消臭剤、食事用エプロン 

４ 支給額  

住民税課税世帯…月額 2,000 円 

住民税非課税世帯…月額 5,000 円  

非課税世帯であって介護認定（要介護度 4・5）を受けている方は

月額 8,000 円 

      ５  支給期間  

支給期間は申請した月からその年度の年度末までです。支給開始については

申請日が1日から15日までになされた場合はその月からの支給となります。

16 日以降だと翌月からの支給になります。 

◇詳しくは、長寿介護課長寿社会係までお問い合わせください。 

 

（２）福祉用具の貸出                  [ 身・知・精 ] 

登米市社会福祉協議会では在宅介護を受けている高齢者や障がい者等に対し、介護用 

ベッドや車いす等の福祉用具の貸出を行なっています。 

１ 対象者  

＊登米市内に居住する加齢及び心身の障がい、傷病等の理由により福祉用具

を在宅で必要とする方。ただし、介護用ベッド（電動）については、一定

の貸出制限があります。 

       ２ 貸出種目および利用料  

 種 目 
利用料 

（月額） 

 種 目 
利用料 

（月額） 

1 介護用ベット（手動） 100 円 4 車いす 100 円 

2 介護用ベット（電動） 300 円 

(

そ
の
他)

 

歩行器、松葉杖、四点杖、

サイドテーブル 
無料 

3 マットレス 100 円 

◇この他にも貸出している物もありますが、支所ごとに若干異なりますので、詳しくは住所地の

社会福祉協議会各支所または社会福祉協議会本部へお問い合わせください。 

１１．在宅障
ざいたくしょう

がい者
しゃ

のための福祉
ふ く し
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（３）駐車禁止区域の緩和（駐車禁止除外指定車）     [ 身・知・精 ] 

障がいにより通常の歩行が困難な身体障がい者の方や戦傷病者、知的障がい者、精神障

がい者及び紫外線要保護者の方が現に使用又は乗車する自動車に対し、駐車禁止除外指定

車標章を交付し、公安委員会及び警察署長が道路標識又は道路標示により駐車禁止とした

道路において、やむを得ない場合に限り駐車禁止区域の緩和が受けられます。 

ただし、駐停車及び法定の駐車禁止場所については対象外となります。 

 

１ 対象者    

障がい名 身体障害者手帳   戦傷病者手帳 

視覚障がい  1 級～4級の 1  特別項症～第 4項症 

聴覚障がい  2 級～3級  特別項症～第 4項症 

平衡機能障がい  3 級  特別項症～第 4項症 

上肢機能障がい  1 級～2級の 2  特別項症～第 3項症 

下肢機能障がい 1 級～4級  特別項症～第 3項症 

体幹機能障がい  1 級～3級  特別項症～第 4項症 

脳病変運動機能障がい  1 級～2級  

心臓機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

腎臓機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

呼吸器機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

ぼうこう機能障がい 1 級及び 3級  特別項症～第 3項症 

直腸機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

小腸機能障がい  1 級及び 3 級  特別項症～第 3項症 

免疫機能障がい  1 級～3級  

肝臓機能障がい  1 級～3級  特別項症～第 3項症 

知的障がい  療育手帳 Ａ 

精神障がい者  精神保健福祉手帳 1級 

紫外線要保護者  診断書の写し又はそれに代わる書面 

      

次の方についても交付の対象になりますが、歩行困難の程度を証明する医師意見書が必要です 

平衡機能障がい   5 級 

下肢機能障がい   5～6級 

脳病変運動機能障がい 3 級～4級 

 

■障がい者 1 名につき 1枚駐車禁止除外指定車標章を交付します 

■最寄りの警察署交通課に該当の障害者手帳・運転免許証・車検証（それぞれを 2 部ずつコピ

ーしたものを持参）・印鑑、更に意見書の提出が必要な障がい、等級の方は意見書を持参して

手続きをしてください。 

■最長 3 年の有効で更新が必要となります。詳しくは最寄りの警察署までお問い合わせくださ

い。 
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（４）郵便等よる不在者投票               [ 身・知・精 ] 

郵便等による不在者投票の制度を利用できる方は、身体障害者手帳をお持ちの重度の

障がいがある方で、次の要件を満たす方となります。あらかじめ『郵便等投票証明書』

の交付申請手続きが必要となりますので、早めに選挙管理委員会事務局へお問い合わせ

ください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙期日の 4 日前までに投票用紙

類を請求する手続きが必要となります。 

      １ 対象者   身体障害者手帳の交付を受けている方で、次に該当する方 

＊両下肢、体幹・移動機能の障がい 1級・2級    

＊心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障がい 1 級・3級 

＊免疫・肝臓機能の障がい 1 級～3級 

   ■郵便等による不在者投票における代理記載もできます。上記の条件を満たし、かつ上肢

障がいまたは視覚障がい 1級の方で自ら投票の記載ができない場合には、あらかじめ選

挙管理委員会に届け出た方（選挙権を有する者に限る）の代理記載による投票も可能です 。 

◇詳しくは選挙管理委員会（市役所迫庁舎内0220-22-2198）までお問い合わせください。 

 

（５）盲導犬貸与                     [ 身・知・精 ] 

視覚障がいの方がより快適な歩行を可能にし、自立した生活を送るため盲導犬の貸与

があります。ただし、実際に盲導犬を使用した歩行訓練を 4週間程度受けていただきます。 

１ 対象者   ＊重度の視覚障がい者（身障手帳 1級・2級所持者）で県内に 1年

以上居住する満 18 歳以上の方 

◇詳しくは宮城県保健福祉部障害福祉課社会参加促進班（022-211-2541）までお問い 

合わせください。 

 

（６）広報とめ・社協だより（声版）           [ 身・知・精 ] 

ボランティアグループ『ハートウｴーブ』では視覚障がい者の方に広報とめをＣＤ・

カセットテープに録音し、無料で配布しています。 

 

（７）みやぎ県政だより（点字版、声版）         [ 身・知・精 ] 

県内在住の視覚障がい者の方に毎月発行する県政だよりを点訳や CD・カセットテー

プ録音し、視覚障がい者へ無料で送付しています。詳しくは宮城県視覚障害者福祉協

会（022-257-2022）までお問い合わせください。 

 

（８）点字図書・録音図書                [ 身・知・精 ] 

視覚障害者情報センターでは点字図書・録音テープ・デイジー図書の製作・貸し出し

のほか、点訳、朗読奉仕員の養成などを無料で行っています。（旧:点字図書館） 

＊業務時間：平日 9:00～17：00（土曜、日曜、祝祭日は休館） 

             ただし、第 1・第 3日曜の 9:00～17：00 は開館しています。 

             留守番電話や Eメールでは 24時間受付しています。 

＊所 在 地：仙台市青葉区上杉 6丁目 5－1（022-234-4047） 

            E メール：miyagi-sikaku@nifty.com 




